
会員規約（個人用）
第１章 総則
第１条 （会員）

第２条 （カードの貸与およびカードの管理）

第３条 （カードの再発行）

第４条 （カードの機能）

第５条 （付帯サービス等）

第６条 （カードの有効期限）

第７条 （暗証番号）

第８条 （年会費）

第９条 （届出事項の変更）

第１０条 （会員区分の変更）

第１１条 （本人確認）

第１２条 （業務委託）
第２章 個人情報の取り扱い
第１３条 （個人情報の収集、保有、利用、預託）



第１４条 （個人信用情報機関の利用および登録）

第１５条 （個人情報の開示、訂正、削除）

第１６条 （個人情報の取り扱いに関する不同意）

第１７条 （契約不成立時および退会後の個人情報の利用）

第３章 ショッピング利用、金融サービス
第１８条 （標準期間）
第１９条 （利用可能枠）

第２０条 （利用可能な金額）



第２１条 （手数料率、利率の計算方法等）

第２２条 （ショッピングの利用）

第２３条 （債権譲渡の承諾・立替払いの委託）

第２４条 （ショッピング利用代金の支払区分）

第２５条 （ショッピング利用代金の支払い）

第２６条 （ショッピングリボ払い）

第２７条 （ショッピング分割払い）



第２８条 （見本・カタログ等と現物の相違による売買契約の解除等）

第２９条 （支払停止の抗弁）

第３０条 （キャッシング1回払い）

第３１条 （キャッシングリボ払い）

第３２条 （CD・ATMでの利用）

第４章 お支払い方法その他
第３３条 （約定支払日と口座振替）



第３４条 （明細）

第３５条 （遅延損害金）

第３６条 （支払金等の充当順序）

第３７条 （当社の債権譲渡）

第３８条 （期限の利益の喪失）

第３９条 （退会および会員資格の喪失等）

第４０条 （カードの紛失、盗難による責任の区分）



第４１条 （偽造カードが使用された場合の責任の区分）

第４２条 （費用の負担）

第４３条 （合意管轄裁判所）

第４４条 （準拠法）
第４５条 （外国為替および外国貿易管理に関する諸法令等の適用）

第４６条 （会員規約およびその改定）

〈ご相談窓口〉

 

＜共同利用会社＞

＜加盟個人信用情報機関＞



登録情報および登録期間

左記②③④⑤⑥のいずれかの情報が登録されてい
る期間

※上記のうち、個人信用情報機関が独自に収集し、登録するものは、
④⑤⑥となります。
※上記の他、KSCについては、不渡情報（第一回目不渡発生日から６ヶ
月を超えない期間、取引停止処分は取引停止処分日から５年を超え
ない期間）が登録されます。
※上記の他、JＩCCについては、延滞情報は延滞継続中、延滞解消およ
び債権譲渡の事実に係る情報は当該事実の発生日から1年を超え
ない期間が登録されます。

CIC KSC JICC
①氏名、生年月
日、性別、住所、
電話番号、勤務
先、運転免許証
の番号、本人確
認書類の記号
番号等の本人
情報

②加盟個人信
用情報機関を
利用した日およ
び本契約に係
る申し込みの事
実

当該利用日より
6ヵ月間

当該利用日か
ら1年を超えな
い期間

当該利用日から
6ヵ月を超えな
い期間

③入会承認日、
利用可能枠、貸
付残高等の本
契約の内容お
よび債務の支
払いを延滞した
事実、完済等の
その返済状況

契約期間中お
よび取引終了日
から5年間

契約期間中お
よび契約終了
日（完済してい
ない場合は完
済日）から5年
を超えない期
間

契約継続中お
よび完済日から
5年を超えない
期間

破産手続開始
決定等を受けた
日から10年 を
超えない期間

⑤登録情報に
関する苦情を受
け、調査中であ
る旨

⑥本人確認資
料の紛失、盗難
等の本人申告
情報

登録日より5年
以内

本人申告のあっ
た日から5年を
超えない期間

登録日から5年
を超えない期間

当該調査中の期間

④官報におい
て公開されてい
る情報

ー ー

提携個人信用情報機関

JICC
KSC

加盟個人信用情報機関
CIC KSC、JICC

登録情報
＊
＊
＊

＊提携個人信用情報機関の加盟会員により利用される登録情報は、
「債務の支払いを延滞した事実等」となります。
＊加盟個人信用情報機関ならびに提携個人信用情報機関が、「特定商
取引に関する法律及び割賦販売法の一部を改正する法律」第３条の
施行に伴い、割賦販売法第３５条の３の３６に規定される指定信用情
報機関に指定された場合、当該指定信用情報機関は、他の指定信用
情報機関の加盟会員の依頼に応じ、当該指定信用情報機関に登録
された個人情報を加盟会員に提供します。（但し、ショッピングリボ払
い、ショッピング分割払い、ショッピング２回払い、ボーナス１回払いの
サービスがないカードについてはこの限りではありません。）

KSC、CIC
CIC、JICC

●加盟個人信用情報機関と提携個人信用情報機関の関係は以下のと
おりです。


